
令和７年度　健康保険委員功労者を表彰しました

全国健康保険協会理事長表彰

・徳島製粉 株式会社 田中　富美代 様
・株式会社 NDK 鎌田　博之 様
・株式会社 ホンダ北徳島 張間　敏行 様
・徳島県 国民健康保険団体連合会 鈴江　一生 様
・社会福祉法人 由岐福祉会 西田　健人 様
・株式会社 阿北自動車教習所 松村　啓司 様
・社会福祉法人揺籃福祉会 朝井　早枝子 様
　認定こども園めだかのこころ
・佐野電機工業 株式会社 佐野　博則 様
・株式会社 桶幸ウチダ造花 南　　智子 様
・中筋建工 株式会社 中筋　章聡 様
・協業組合 徳島印刷センター 健康保険委員 様

・株式会社 ファルコン 松下　真理 様

2026

1月

オンラインで各種給付金の申請ができる電子申請がスタートします。電子申請は郵送に係る手間が
必要ないことや、申請後の処理状況がオンラインで確認できること等、メリットがたくさん︕

ぜひご利用ください。詳しくはこちらからご覧ください▶▶

2 0 2 6年１月1 3日より、電子申請 がスタートします︕

　協会けんぽでは、健康保険事業の推進についてご協力いただいている健康保険委員の活動や功績等に
対して感謝の意を表し、「健康保険委員表彰」を実施しております。徳島支部では2,100名を超える
健康保険委員の方々にご活躍いただいているところですが、令和7年11月26日（水）、藍住町総合文化
ホールにて、特に優れた功績を収められた下記の12名様を表彰しました。

受賞された委員の皆様、おめでとうございます︕
今後とも協会けんぽの保健事業へのご協力をお願い申し上げます。

全国健康保険協会徳島支部長表彰

掲載順不同



〒770-8541 徳島市八百屋町2丁目11 ニッセイ徳島ビル7F 

HPはコチラ

令和６年度「インセンティブ制度 の 取り組み結果 」について令和６年度「インセンティブ制度 の 取り組み結果 」について

インセンティブ制度とは︖

５つの指標結果に基づく徳島支部の順位

※令和3年度以前の取り組みの評価にあたっては、上位23支部に報奨金が付与されていましたが、配分基準のメリハリを
　強化する観点から、令和4年度以降の評価にあたっては上位15支部に報奨金が付与されます。

順位は各種実績値のほか、「伸び率」も含め算出しています。

この結果、インセンティブ付与条件の
15位以内にランクインしました︕

※令和6年度の取り組み結果は、令和8年度の保険料率に反映されます。

令和6年度の徳島支部の順位は 総合14位

①特定健診等の実施率

②特定保健指導の実施率

③特定保健指導対象者の減少率

④医療機関への受診勧奨を受けた
　要治療者の医療機関受診率

⑤後発医薬品（ジェネリック）の
　使用割合

順位をより良くしていくためには、
お一人おひとりのご協力が不可欠です。
協会けんぽ徳島支部と一緒に、健康維持・増進に
向けた取り組みをお願いいたします。

協会けんぽでは加入者の皆さまにご自身の治療等にかかった医療費について確認していただくため、
「医療費のお知らせ」を年に一回発行しています。

☆★医療費のお知らせの送付は今回を最後に終了します。★☆
ご自身の医療費情報の確認についてはマイナポータルをぜひご利用ください。

徳島支部にご加入の事業所様・任意継続被保険者様へは令和８年１月２１日以降、順次お届けさせていただく予定です。

今後は希望される方からの依頼により送付する予定です。

《送付時期》令和８年１月１３日から１月２３日にかけて順次、事業所宛（任意継続被保険者については自宅宛）に発送します。

「医療費のお知らせ」に関するお問い合わせ （自動音声案内で３番をお選びください）協会けんぽ徳島支部 ☎088-602-0250
※確定申告（医療費控除）に関する問い合わせは税務署まで

令和７年度「医療費のお知らせ」をお送りします

47位
（前年24位）

2位
（前年1位）

8位
（前年15位）

40位
（前年34位）

44位
（前年47位）

年に1度、協会けんぽの生活習慣病予
防健診、特定健診を受診しましょう︕
労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業
所さまは、協会けんぽ加入者の方（40歳以上）の健診結
果を協会けんぽにご提供ください。

特定保健指導の対象とならないよう、
日常から健康的な生活習慣を心がけま
しょう。また、特定保健指導を受けた方は、プログラム
に最後まで取り組むとともに、必要に応じて医療機関を
受診してください。

健診結果で生活改善が必要と判定され
た方は、協会けんぽの特定保健指導を
ご利用ください。

健診の結果、血圧、血糖値、脂質の項目
で「要治療者（再検査含む）」の判定を受けた方は、協会
けんぽから受診勧奨のご案内をお送りします。
案内文書が届いたら早期に医療機関を受診しましょう。

お薬を受け取られる際は、積極的に後発
医薬品（ジェネリック医薬品）をご選択ください。

インセンティブ制度とは、健康づくりに関する５つの取組みの達成結果に応じて、協会けんぽ47都道府県支部
を順位付けし、上位15支部にインセンティブを付与して、皆さまの保険料率が引き下げられる制度です。


